
【メール配信に関する注意事項】 

次の WiFiレンタルどっとこむ利用規約の同意には、特定電子メール法（迷惑メール防止

法）に基づいた、お知らせメール等（キャンペーン料金情報や、返却確認メール等）の受

信が含まれます※３５条。   

お知らせメール等が不要な場合、お申し込み完了後にお申し込みの確認メールが届きます

ので、メール中の配信停止フォームからご変更可能でございます。過去に配信停止をご希

望されたメールアドレスに関しましては、過去の状態が維持されます。 

 

ＷｉＦｉレンタルどっとこむ利用規約 

 

第一章 総則 

 

第１条（利用規約の適用） 

１．この利用規約（以下「本利用規約」といいます。）は、株式会社ビジョン（以下「当社」

といいます。）の提供する通信機器等（次条で定義）のレンタル（以下「本サービス」

といいます。）に関し、当社及び契約者（次条で定義）との間に一律に適用されます。 

２．本利用規約とは別に、本サービスに関し別途当社が定める諸規定（サービス紹介、料金

表、ヘルプ、注意書きその他のウェブサイト上の記載及び当社による契約者への通知を

含みます。）は、それぞれ本利用規約の一部を構成します。また、本利用規約の内容と

当該諸規定の内容との間に矛盾抵触がある場合には、当該諸規定が優先して適用され

ます。 

 

第２条（用語の定義） 

本利用規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のあ

る場合はこの限りではありません。 

１ 利用契約 本サービスを利用するための本利用規約を内容とする契約の総称 

２ 申込者 本サービスを利用するために申込を行う者 

３ 契約者 当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者 

４ 通信機器等 本サービス利用に使用するデータ通信機器類、その付属品類、ＳＩＭ

カード、化粧箱等の必要機器類一式 

 

第３条（利用目的の制限） 

契約者は、本サービスを適法に自己の通信目的にのみ利用するものとし、第三者への通

信機器等の転貸等を含む他の目的に利用してはならないものとします。 

 

第４条（名義及び所有権） 

本サービスはレンタルサービスであり、本サービスの提供に使用する通信回線利用契

約の名義及び通信機器等に係る所有権を契約者に帰属させるものではございません。 



 

第５条（本利用規約の変更） 

当社は、契約者の承諾を得ることなく本利用規約を変更することがあります。その場合

には、当社は本利用規約を変更する旨、変更後の本利用規約の内容及び変更の効力発生

時期を、第７条（通知の方法）に定める方法により予め契約者に通知するものとし、当

社が係る方法で本利用規約を変更した場合、契約者は、当該変更に同意したものとみな

されるものとします。 

 

第６条（サービス内容の変更） 

当社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの利用料金その他のサービス内容を

変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を第７条（通知

の方法）に定める方法により契約者に通知するものとし、以後（別途変更の効力発生時

期を定めた場合は当該時点以後）、変更後のサービス内容が適用されるものとするとと

もに、その後の本サービスの利用により、契約者は、当該変更に同意したものとみなさ

れます。 

 

第７条（通知の方法） 

本利用規約に別段の定めがある場合を除き、当社から契約者又は申込者に対する一切

の通知は、書面、電子メール（ショートメールサービス等を含みます。）、電話又は当社

が運営するウェブサイトへの掲示その他当社が指定する方法により行うものとします。 

 

第８条（契約者情報） 

１．契約者は、名義・住所・連絡先等（以下、本条において「契約者情報」と総称します。）

を変更する場合（法人の合併及び会社分割による場合を含みます。）は、当社が指定す

る方法により、必ず当社へ速やかに通知するものとします。 

２．契約者が前項の通知を怠った場合は、当社が契約者の変更前の名義・住所又は連絡先等

の契約者情報に発信した書面・電子メール等は、全て契約者に対して発信した時点にお

いて到達したものとみなされます。 

３．契約者が第１項の通知を行った場合には、当社が契約者の変更後の名義・住所又は連絡

先等の契約者情報に発信した書面・電子メール等は、全て契約者に対して発信した時点

において到達したものとみなされます。 

４．第１項の通知を怠り、又は虚偽の契約者情報を当社に通知したことによって生じた損害

に関する責任は契約者が負うものとし、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は一

切の責任を負いません。 

 

第二章 契約 

 

第９条（申込手続） 



１．申込者による利用契約の申込は、予め本利用規約及び重要説明事項に同意の上、当社が

別途定める申込締切期日までに、当社指定の申込書、又はインターネットのオンライン

申込画面に必要事項を記入し、当社に提出又は送信する方法で行っていただきます。 

２．お貸し出しする通信機器等の回線は当社が指定するものとなります。申込者又は契約者

のご希望や変更の申出には応じることができませんのでご了承ください。 

３．当社は、次の各号に該当する場合には、申込者による利用契約の申込を承諾しないこと

があります。この場合当社は、当該申込者に対しその旨を通知します。 

① 申込者が本利用規約に違反するおそれがあると認められる相当の理由があるとき 

② 申込者が利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき 

③ 申込者が利用契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき 

④ 違法に、又は公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき 

⑤ 申込者が当社又は本サービスの信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそ

れがあるとき 

⑥ 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能

暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力（以下「反社会的勢力」と総称し

ます。）であるか、又は反社会的勢力と関わりがあると判明したとき 

⑦ その他、サービスの提供ができない又は適切でないと判断すべき合理的理由がある

とき 

 

第１０条（申込の取消し） 

１．利用契約は、利用期間の開始日を起算日として４日前までにご申告いただいた場合に限

りキャンセルを申し受けます。 

２．前項による申告は、書面又は電子メールにより行わなくてはならないものとします。こ

の場合契約者は、利用契約における申込者名、電話番号、電子メールアドレス及び当社

が本サービスへの申込の承諾時に提示した申込番号を当該書面は又は電子メールに正

確に明示しなければなりません。 

３．キャンセルの申告はその方法毎に、以下の定めに従わなくてはならないものとします。 

① 書面による場合 

お客様が書面を発送する日において当社が本サービスのウェブサイトにおいて提

示するキャンセル受付窓口宛に発送しなければなりません。なお、この場合の申告

日は当該書面の発送日とします。 

② 電子メールによる場合 

利用契約においてお客様が当社に開示されたメールアドレスから、お客様が電子

メールを送付する日において当社が本サービスのウェブサイトにおいて提示する

キャンセル受付用メールアドレス宛に電子メールを送付しなければなりません。

なお、この場合の申告日は当該電子メールが当社のサーバーに到達したときとし

ます。 

 



第１１条（契約の成立） 

１．利用契約は、申込者が当社指定の手続きにより申込を完了し、当社が申込者に対し当該

申込を承諾する旨を記載した通知を発信した時点で成立するものとします。 

２．当社による承諾の後、何らかの事情により契約者にサービスが提供できない場合は、当

社は、契約者に対し、第７条（通知の方法）に定める方法にて通知します。この場合に

おいて、当該事情が発生した原因に当社の責に帰すべき事由がない場合には、契約者に

損害が生じた場合でも、当社は責任を負いません。 

 

第１２条（レンタル利用期間） 

１．レンタル利用期間（以下「利用期間」といいます。）は１日を単位とするものとし、具

体的な期間は利用契約において定めるものとします。 

２．当社は、利用契約で定めた利用期間の途中で返却をされた場合であっても、利用期間の

短縮、利用料金の減額又は返金はしないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事

由がある場合はこの限りではありません。 

３．当社が指定する利用期間の終了日を過ぎても通信機器等が当社に返却されたことが確

認されない場合、当社指定場所へ返却されたことの確認がとれる日まで、当社規定の料

金が発生します。ただし、確認できなかったことにつき当社の責に帰すべき事由がある

場合は、この限りではありません。 

 

第１３条（譲渡禁止） 

契約者は、第三者に対し、利用契約上の地位、及び利用契約から生ずる権利又は義務の

全部又は一部を、当社の書面による承諾なく譲渡し、承継し、担保に供し、引き受けさ

せ、又はその他の処分をすることはできません。 

 

第三章 サービスの内容 

 

第１４条（サービス内容） 

１．当社が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとします。 

① 本サービスの通信の提供 

② 本サービスの利用に必要な通信機器等の貸与 

③ 通信機器等に故障が生じた場合の代替通信機器等の手配 

④ その他前各号に付随する事項 

２．本サービスを利用するにあたりＳＩＭカードが必要な際は、１通信機器等につき、１契

約者識別番号情報を記録したＳＩＭカード１枚を割り当てるものとします。 

 

第１５条（機種変更） 

契約者は、通信機器等に故障が生じた場合の代替通信機器等の手配を除き、通信機器等

の機種変更、交換等を当社に対し求めることができません。 



 

第１６条（通信の条件） 

１．契約者は、通信機器等の通信事業者（以下「通信事業者」といい、本サービスにおいて

当社が契約する通信事業者は別紙記載のとおりです）が別に定めるサービス区域内に、

電子書籍端末、スマートフォン、タブレットその他の通信端末（以下「通信端末」とい

います。）が在圏している場合に限り通信を行うことができます。ただし、そのサービ

ス区域内にあっても、屋内、地下、建物の高層階、トンネル、ビルの陰、山間部、離島、

海上等（これらに限られないものとします。）電波の伝わりにくいところでは、通信を

行うことができない場合（通信速度の低下を含みます。）があります。人口密集地域よ

り離れるほど、電波が入りにくく、速度も遅くなります。予めご了承ください。 

２．通信事業者より提供される通信サービスに係る通信は、通信機器等の通信事業者が別に

定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝

送速度を保証するものではありません。 

３．通信事業者より提供される通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その

他の要因により変動することがあります。 

４．通信機器等に対して通信事業者が表示する最大通信速度は規格上の最大速度であり、一

定の通信速度を保証するものではありません。また、回線の混雑状況により通信速度が

切り替わることがあります。 

 

第１７条（公正利用と制限） 

１．当社は、すべての方に公平公正な通信の利用を提供するため、契約者が次の各号のいず

れかに該当する場合、契約者に対し、通信の停止又は利用制限を行う場合があります。 

① 利用量が契約容量を超過したとき 

② 通信量に関わらず、当社又は通信事業者の通信回線に過剰な負荷が生じたとき 

③ その他、通信の停止又は利用制限に合理的な理由があるとき 

２．前項による通信の停止又は利用制限が発生した場合でも、当社の責に帰すべき事由がな

い限り、当社は責任を負いません。また、通信の停止や利用制限がなされたことにつき、

契約者の責に帰すべき事由がある場合には、当社は契約者に利用料金の返金等は一切

行わないものとします。 

３．第１項の規定に関わらず、契約者は、当社所定の手続きに従い通信の再開又は制限の解

除（以下「利用再開」といいます。）の請求ができるものとします。当該請求がなされ

た場合、当社は利用再開に必要な確認や手続きを行った上で、原則本サービスの提供を

再開するものとします。ただし、技術上その他の理由により利用再開が困難な場合があ

ることを、契約者は予め了承するものとします。なお、通信の利用再開には追加料金が

発生することがあります。 

 

第１８条（補償制度） 

１．補償制度とは、契約者が利用期間中に通信機器等を滅失・毀損・盗難及びその他特に当

社が認めた場合における、通信機器等の再調達代金の全部又は一部を補償する任意加



入の制度です。利用契約締結の際に、加入申請のあった契約者にのみ、この制度を適用

します。なお、補償制度が適用されない場合、通信機器等の再調達代金について、別紙

料金表（弁済金一覧）に基づいて請求するものとします。 

２．補償制度に関して別途案内する補償内容と本利用規約の内容が矛盾抵触する場合は、別

途案内した内容が本利用規約の内容に優先して適用されます。 

３．紛失・盗難の際には、必ず日本の警察署又は公的機関の証明書を取得し、当社に提示す

るものとします。 

 

第四章 料金等 

 

第１９条（利用料金） 

１．本サービスの利用料金には、通信料金、オプション料金、オプションパック料金、受渡

手数料、空港受取・返却手数料、延長料金、宅配料金その他当社が別途利用料金として

定めるものを含みます。 

２．利用料金は、第１２条（レンタル利用期間）に定める利用期間に応じて、当社ウェブペ

ージ、パンフレット又は申込書に定める額に基づき計算するものとします。 

３．第１２条（レンタル利用期間）に定める利用期間中は、実際の通信の有無に関わらず利

用料金は発生するものとします。 

４．第１６条（通信の条件）第１項に定める利用地域以外の場所で本サービスを利用した場

や、第１７条（公正利用と制限）第１項各号に該当した場合、別途追加料金を請求する

ことがあります。 

５．当社指定の支払期日までに利用料金のお支払が確認できない場合、年１４．６％の遅延

損害金を請求させていただくことがあります。 

６．租税公課又は経済情勢の変動により本サービスに関する料金を増減する必要が生じた

とき当社は、本サービスに関する料金を改定することができるものとします。 

７．本サービスにおいては、日本国外での通信に基づく通信料金には消費税が加算されませ

ん。 

 

第２０条（請求・支払方法等） 

１．本サービスの利用料金の支払は、クレジットカード払い又はその他当社指定の方法によ

るものとします。 

２．本サービスの利用料金支払の際には、利用する金融機関又はクレジットカード会社等の

定める規約に則る必要があります。 

３．本サービスに関して申込者又は契約者が希望する内容（利用地域・期間・レンタル通信

機器の台数等）によっては、保証金、又はクレジットカード保証枠を申し受ける場合が

あります。 

４．当社は、契約者が、利用料金について当社が定める支払期日を経過しても支払わない場

合には、契約者に書面、電子メール、電話、訪問等（ただし、これらに限定されないも



のとします。）、当社の指定する方法で通知又は連絡できるものとします。 

５．当社は、第１９条（利用料金）第１項に定める利用料金、その他利用契約に基づく契約

者に対する支払の請求及び弁済の受領行為を第三者に委託することができるものとし

ます。 

６．当社又は前項に規定する第三者が、支払の請求及び弁済の受領行為を目的として契約者

を訪問した場合、契約者は、当社又は前項に規定する第三者が訪問に要した費用を支払

うものとします。 

 

第五章 通信機器等 

 

第２１条（通信機器等の受渡） 

１．契約者は、当社の指定する方法により通信機器等を受け取るものとします。 

２．契約者は、前項により受け取った通信機器等について、直ちに検査を実施するものとし、

不具合や数量の過不足を発見した場合は、直ちに当社にその旨通知しなければなりま

せん。契約者が検査及び当社への通知を怠ったことにより被った損害については、当社

の責に帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。 

３．当社は契約者から前項の通知を受け、通信機器等に不具合があると認めたときは、当社

の費用をもって修理又は代替品と交換します。また、当社は、当該通知により商品に数

量不足があると認めたときは、遅滞なく不足分を契約者に引き渡します。 

４．天候不良などの不可抗力の場合や輸送中の事故又は遅延など、当社の責に帰さない事由

により通信機器等を申込の受渡予定日までにお届けできない場合又は契約者が受け取

ることができない場合には、当社は責任を負いません。 

 

第２２条（通信機器等に関する保証） 

当社は、契約者が通信機器等を受け取った時において正常な機能を備えていることの

みを保証するものとし、契約者個別の使用目的への通信機器等の適合性含め、その他の

事項・性質等を担保しないものとします。 

 

第２３条（通信機器等の管理） 

１．契約者は、善良なる管理者の注意をもって通信機器等を維持、管理するものとし、その

利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 

① 通信機器等の譲渡、転売、貸与、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、汚損（シ

ール添付、削切、着色等）、添付済みシールの剥取等 

② 利用契約目的外の使用 

③ 通信機器等の取扱説明書、本利用規約（諸規定を含みます。）に記載されている禁止

事項や注意事項に該当する行為 

④ 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法又はその他の関係法令に違反する行為 

⑤ その他、本サービスの性質・目的に照らして不適切であると合理的に判断される行



為 

２．契約者が前項に違反した場合、当社は、契約者に是正勧告を行い、又は利用契約を解除

して通信機器等の返却を求めることができ、契約者はこれに従わなければならないも

のとします。 

３．前項に関わらず、契約者が第１項に違反した場合において、当社に損害が生じたときは、

当社は、第３０条（損害賠償）に定める損害賠償請求をすることができるものとし、契

約者はこれを支払う義務を負うものとします。 

４．通信機器等に関して行われた一切の行為は、契約者の行為によるものとみなします。 

 

第２４条（通信機器等の滅失毀損等） 

１．契約者は、通信機器等が滅失・毀損・焼損した場合又は盗難にあった場合は、直ちにそ

の旨を当社に連絡するものとします。なお、この場合、当該連絡の有無に関わらず、不

正に利用された通信料金は契約者が支払うものとします。 

２．前項の場合には、契約者はその原因が当社の責に帰すべきものである場合を除き、通信

機器等の修理代金又は再調達代金を当社に対し支払うものとします。なお、本項の規定

は、当社による申込者及び利用者に対するその他の損害賠償請求を妨げません。 

 

第２５条（通信機器等の返却） 

１．契約者は、当社が指定する利用期間の終了日までに、申込手続時に当社が指定した返却

方法により、当社に通信機器等を返却するものとします。 

２．前項に関わる送料は、当社が特に定めた場合を除き、契約者にご負担いただきます。 

 

第２６条（私物等の取り扱い） 

１．契約者は、通信機器等を当社に返却するに当たり、当社に返却すべき物（通信機器等を

含みますが、これに限りません。以下「返却物」といいます） 以外の物（以下「私物

等」といい、私物等は契約者の所有物とみなし、本条の規定を適用します。）が混入し

ないよう、十分に注意するものとします。 

２．契約者からの返却物の返却時に私物等が同梱されていた場合、当社は、当該私物等を、

その受領した日を起算日として９０日間（以下「保管期限」といいます）返却時の状態

を維持し保管します。 

３．契約者は、保管期限内に私物等の引取りを、契約者の責任と費用負担において行わなけ

ればなりません。 

４．保管期限を過ぎても私物等の引取りが行われない場合、契約者は、すべての私物等の所

有権を放棄したものとします。この場合当社は、当該私物等を任意に処分します。 

５．当社は、契約者からの返却物の返却時に私物等が同梱されていた場合ついて、その旨を

契約者に通知する場合があります。当該通知において、特に私物等の引取りに関する期

限を設定した場合は、その期限が保管期限に優先するものとします。 

 

第２７条（通信機器等の買取） 



契約者による通信機器等の買取は原則できないものとします。 

 

第六章 契約者の責任等 

 

第２８条（禁止事項） 

契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないもの

とします。 

① 本サービスに関連して使用される当社及び第三者の著作権、商標権、その他一切の

権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為 

② 本利用規約に違反する行為 

③ 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法又はその他の関係法令に反する行為 

④ 通信機器等への付加物品の取り付け、改造、分解、損壊行為 

⑤ 当社が不適切と認める態様による通信機器等の使用 

⑥ 通信機器等につき、第三者に転貸、譲渡、担保提供その他の処分をする行為 

⑦ 当社の事業又はサービスの運営を妨害し、又は当社の信用を毀損する行為 

⑧ 当社又は第三者の使用するソフトウェア、ハードウェア、サーバー、ネットワーク

などの機能を破壊したり、妨害したりする行為 

⑨ 本サービスを構成するシステムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆ア

センブルその他これらに類する行為 

⑩ 当社が承認していない営業行為、営利を目的とした情報提供を行う行為 

⑪ 本サービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為 

⑫ 犯罪行為又はそれを予告し、関与し、助長する行為 

⑬ その他、不適切・不相当と判断すべき合理的理由がある行為 

 

第２９条（利用停止） 

１．当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には本サービスの利用を停止することが 

あります。 

① 本サービスの利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いが

確認できないとき 

② 本サービスに係る申込に当たって、事実に反する記入を行ったことが判明したとき 

③ サーバー障害や火災、停電、天災等の不可抗力によりサービスの継続が困難になる

又は困難になるおそれがあるとき 

④ 本サービスに関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他本サ

ービスの円滑な利用を妨げる事由が生じたとき 

⑤ 前条に定める行為を行ったとき 

⑥ 本サービスの提供に当たり通信事業者から停止指示があったとき 

⑦ その他本サービスの一時的な停止を必要とする合理的な理由があるとき 

２．当社は、本条の措置をとったこと、又は本条の措置をとらないことに関し、当社の責に



帰すべき事由がない限り責任を負わず、質問・苦情等も一切受け付けません。 

 

第３０条（損害賠償） 

１．契約者が本サービスの利用に関して、契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を与

えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。 

２．契約者が一定期間、利用料金その他の債務を支払わないときは、本サービスの利用を停

止し、利用契約の解約をしたものとみなした上、解約違約金として３０，０００円（税

込）を請求するものとします。ただし、当社に前記金額を超える損害が発生している場

合、その超過額を請求することを妨げないものとします。なお、この場合には、契約者

は、当社の請求に応じ、速やかに通信機器等を当社に返却するものとします。 

３．契約者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、又は第三者と紛争を

生じた場合、当社の責に帰すべき事由がない限り、契約者は自己の責任と費用でこれを

解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。当社の責に帰すべき事由が

ないにもかかわらず、万一、当社がほかの契約者や第三者から責任を追及された場合、

契約者はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責する

とともに、当社の出捐を補填するものとします。 

 

第七章 雑則 

 

第３１条（利用契約の解除） 

１．当社は、契約者が次の各号に掲げる事由に該当する場合、利用契約を直ちに解除するこ

とができるものとします。 

① 利用契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき 

② 違法に、若しくは公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき、又は

そのおそれがあることが明らかであるとき 

③ 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支

障を与える態様において、本サービスを利用したとき、又はそのおそれがあることが

明らかであるとき 

④ 本利用規約に定める契約者の義務に違反したとき 

⑤ 契約者について、破産、会社更生、特別清算、民事再生その他これらに類する法的

倒産手続に係る申立があったとき 

⑥ 当社と通信事業者との本サービスに関わる契約の全部又は一部が終了したとき 

⑦ 契約者が反社会的勢力であること、又はこれら反社会的勢力と関わりがあることが

判明したとき 

⑧ その他、前各号に準ずるような契約を継続し難い重大な事由が生じたとき 

２．当社は、前項の規定により利用契約を解除し、本サービスの提供を停止するときは、予

め、その理由及び提供を停止する日を第 7 条（通知の方法）に定める方法で契約者に

通知します。ただし、当社が緊急やむを得ないと判断した場合は、契約者に通知しない



場合があります。 

３．契約者は、第１項に従い利用契約が解除された場合、解除によって当社に生じた損害を

賠償するものとします。 

 

第３２条（免責） 

１．本サービスの利用期間中においても、通信端末にて、当社が案内する方法以外の方法で

通信ネットワークに接続した場合、ご利用の通信会社から海外データローミング料金

等の通信料が請求されることがあります。その場合でも、当社の責に帰すべき事由がな

い限り、当社は責任を負いません。 

２．通信機器等の利用に何らかの支障（通信機器等の故障、毀損、焼損等を含みます）をき

たしたことにより契約者が被った損害については、当社は責任を負いません。ただし、

支障をきたしたことにつき当社の責に帰すべき事由がある場合には、当社は、本利用規

約の定めに従い、当該損害を賠償するものとします。 

３．通信機器等の利用に支障（通信機器等の故障、毀損、焼損等を含みます）をきたしたこ

とにつき、契約者の責に帰すべき事由がある場合には、契約者は、利用料金の支払いを

免れることはできないものとします。 

４．当社が、契約者に対し、債務不履行責任、不法行為責任、契約不適合責任その他の原因

による損害賠償責任を負う場合でも、当社に故意又は重大な過失がない限り、当社は、

特別損害については賠償する義務を負わないものとします。 

５．当社が負う損害賠償責任は、当社が契約者に対して有する本サービスの利用料金等に係

る債権（弁済期を問いません。）と対当額で相殺する方法で、これを履行することがで

きるものとします。ただし、当社が負う賠償責任が不法行為に基づくものであって、そ

の原因行為につき当社に悪意があったとき又は契約者の生命・身体の損害に係る賠償

責任であるときを除きます。 

 

第３３条（再委託） 

当社は、本サービス提供に必要となる業務の一部を、第三者に再委託することができる

ものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。 

 

第３４条（守秘義務） 

契約者は、本サービスに関連して当社が秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知

の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うもの

とします。 

 

第３５条（個人情報の保護に関する方針） 

１．当社は、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨に鑑み、契約者の個人情報を善良なる

管理者の注意をもって適切に管理します。なお、本利用規約において、「個人情報」と

は、同法で定義された個人情報をいいます。 

２．申込者又は契約者の個人情報については、次の各号に定める利用目的の達成に必要な範



囲内で適正に取り扱います。 

① 本サービス等に関する各種お問い合わせ、ご相談にお答えすること。 

② 本人確認、料金案内・請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止・契約解除

等の連絡、その他サービスの提供に関わるご案内を行うこと。なお、サービスの提供

に関わるご案内には、以下に定める電子メールの送信が含まれ、これらの電子メール

については本サービスの提供に関わるものであることから、利用契約の締結時にお

いて当社からの電子メールを受信されない選択をされた契約者にも送信されます。 

ⅰ）注文内容や受取に関する確認のための電子メール 

ⅱ）貸与物返却に関する電子メール 

ⅲ）現地通信障害情報に関する電子メール 

ⅳ）顧客通信容量利用状況に関する電子メール 

ⅴ）渡航中の現地情報に関する電子メール 

ⅵ）渡航中のデータ容量追加購入に関する電子メール 

ⅶ）その他当社が定義する契約者にとって不利にならない必要情報に関する電子メ

ール 

③ 電話、電子メール、郵送等による、当社（当社の親会社、子会社、関連会社を含み

ます。以下本号において同じ。）又は当社の提携会社が提供するサービスに関する販

売推奨・アンケート調査及び景品等の送付を行うこと。なお、サービスの提供に関わ

るご案内には、以下に定める電子メールの送信が含まれ、これらの電子メールについ

ては、利用契約の締結時において当社からの電子メールの送信を許可された契約者

にのみ送信されます。 

ⅰ）本サービスの割引情報 

ⅱ）本サービスに関するプレゼント情報（メルマガ形式週 1 回程度） 

ⅲ）ビジョングループのサービスに関するメール 

④ 当社サービスの改善又は新サービス開発のためにご提示いただいた情報の分析を

行うこと。 

⑤ 当社又は提携会社の商品、サービス、及びキャンペーン等のアナウンスを行うこと。

なお、これらのアナウンスは、電子メール（特定電子メール）の送信による場合があ

り、これらの電子メールについては、利用契約の締結時において当社からの電子メー

ルの送信を許可された契約者にのみ送信されます。 

３．当社は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先（当社の親会社、子

会社及び関連会社を含みますがこれらに限定されません。）に個人情報を提供する場合

があります。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保

護のための契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施いたします。 

４．当社は、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供

いたしません。ただし、法令により定めがある事項（刑事訴訟法第１９７条第２項及び

関税法第１１９条２項による照会を含みますが、これらに限定されません。）について

は、その定めるところによります。 

５．通信機器等の利用にあたり、契約者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は契約者



にて適切に管理・消去するものとします。当該通信機器等の利用中又は契約解除後及び

通信機器等返却後の情報管理・データ消滅については、当社の責に帰すべき事由がない

限り、当社は責任を負いません。 

６．当社は、グループによる総合的なサービスの提供のため、契約者の個人情報について、

以下の条件に従い、当社の親会社、子会社及び関連会社との間で共同して利用します。 

① 共同して利用される個人情報の項目 

取得した個人情報の項目はすべて共同利用する可能性がありますが、共同利用者

は業務の遂行に必要な最小限の個人情報の項目しか利用いたしません。 

② 共同して利用する者の範囲 

当社の親会社、子会社及び関連会社 

③ 利用する者の利用目的 

Ⅰ．各種サービスに関するご案内、研究及び開発のため 

Ⅱ．各種サービスのご提供に際しての判断のため 

Ⅲ．各種リスクの把握及び管理など、グループとしての経営管理業務の適切な遂行の

ため 

④ 当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 

株式会社ビジョン 

７．当社が、別途プライバシーポリシー等において個人情報の取扱いに関する事項を公表し

ている場合、本条に定めのない事項は、当該プライバシーポリシー等に従い取り扱うも

のとします。なお、当該プライバシーポリシー等と本条との間に矛盾抵触がある場合は、

本条の定めが優先して適用されるものとします。 

 

第３６条（残存条項） 

本契約の終了後も、第８条（契約者情報）第４項、第１１条（契約の成立）第２項、第

１２条（レンタル利用期間）第２項、第１３条（譲渡禁止）、第１７条（公正利用と制

限）第２項、第１８条（補償制度）、第１９条（利用料金）第５項、第２０条（請求・

支払方法等）、第２１条（通信機器等の受渡）第２項及び第４項、第２２条（通信機器

等に関する保証）、第２３条（通信機器等の管理）第３項、第２４条（通信機器等の滅

失毀損等）第２項、第２５条（通信機器等の返却）、第２７条（通信機器等の買取）、第

２９条（利用停止）第２項、第３０条（損害賠償）、第３１条（利用契約の解除）第３

項、第３２条（免責）並びに第３４条（守秘義務）乃至第３７条（準拠法及び管轄）の

規定は、なお有効に存続するものとします。 

 

第３７条（準拠法及び管轄） 

本利用規約に関する準拠法は日本法とします。本利用規約又はこれに関する紛争に係

る事件において、第一審の専属の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。 

 

 



附則  

本規約は 2012年 3月 1日より実施します。  

（2013年 4月 18日改訂） 

（2014年 4月 1日改訂） 

（2014年 8月 28日改訂） 

（2014年 11月 10日改訂） 

 （2014年 11月 21日改訂） 

（2015年 2月 19日改訂） 

（2015年 10月 30日改訂） 

（2016年 12月 21日改訂） 

（2018年 3月 5日改訂） 

（2018年 4月 12日改訂） 

（2018年 8月 21日改訂） 

（2018年 9月 10日改訂） 

（2018年 10月 16日改訂） 

（2018年 10月 23日改訂） 

（2018年 12月 10日改訂） 

（2019年 12月 12日改訂） 

（2020年 3月 30日改訂） 

（2020年 11月 18日改訂） 

（2021年 3月 9日改訂） 

（2021年 3月 24日改訂） 

（2021年 11月 1日改訂） 

（2021年 12月 9日改訂） 

（2022年 07月 14日改訂） 

（2023年 09月 20日改訂） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 1 弁済金一覧 

 

本表記は全て不課税となります。 

 弁済金 安心補償サービス 

加入時 

端末  40,000円 8,000円 

端末電池パック  3,000円 600円 

SIM再発行手数料  3,300円 660円 

ACアダプター  1,000円 200円 

付属品  500円 100円 

モバイルバッテリー  3,000円 600円 

ポーチ  1,000円 200円 

無線子機  1,400円 280円 

クレードル  6,000円 1,200円 

TVチューナー 15,000円  3,000円 

カーチャージャーUSB  3,000円 600円 

USBx4ポート ACアダプター 3,000円 600円 

WiFi 中継機 ELECOM 7,690円 1,538円 

WiFi 中継機 IODATA 4,400円 880円 

データ通信ケーブル 550円 110円 

プラグ付モバイルバッテリー 2,890円 578円 

スマートホームカメラ 2,500円 500円 

 

 

＜以下余白＞ 

 

 

 

 

別紙 

通信エリア・プラン 通信事業者名称 

SoftBank 4GLTEエリア対応 各プラン ソフトバンク株式会社 

WiMAXエリア対応 各プラン UQコミュニケーションズ株式会社 

ドコモ Xi、5G エリア対応 無制限プラン 
株式会社インターネットイニシアティブ 

株式会社 NTTドコモ 

au 4GLTE エリア対応 各プラン 
ビッグローブ株式会社 

KDDI株式会社 

 


